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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２デッキで鉱物材料用のスクリーンモジュール（１０）であって、
　前記スクリーンモジュールを鉱物材料処理装置（１００）の本体（５）に固定するため
の横梁（４）及び支持構造（５０１、５０５）と；
　前記支持構造の上方に固定される上側篩分け手段（１１）と；
　前記横梁（４）及び前記支持構造（５０１、５０１'、５０５）の下方に固定される下
側縦方向支持体（１５、５０６、５０６'）と；
　前記下側縦方向支持体の下方に固定される下側篩分け手段（１２）と；
　前記横梁（４）の下方に固定される下側縦方向支持体（１５）と；
を備え、
　前記下側篩分け手段（１２）は前記下側縦方向支持体（１５、５０６、５０６'）に対
して下方から取り付けられ、該下側縦方向支持体（１５、５０６、５０６'）は、篩分け
されるべき材料を前記下側篩分け手段上で前記スクリーンモジュールに対して縦方向に案
内するために、前記下側篩分け手段と共に該下側篩分け手段上で前記材料のための貫通流
路を形成し、
　前記上側篩分け手段（１１）は前記横梁の上方に固定され、前記横梁は前記下側縦方向
支持体の下方で前記下側篩分け手段（１２）を支持する、
スクリーンモジュール（１０）。
【請求項２】
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　前記下側縦方向支持体（１５）の高さ（１５"）によって画定される下側支持領域（１
５'）を備え、前記下側篩分け手段（１２）は、前記下側篩分け手段を前記横梁（４）に
対して固定するために、その少なくとも２つの側部において前記本体（５）に固定可能で
ある、請求項１に記載のスクリーンモジュール。
【請求項３】
　前記下側縦方向支持体（１５）の前記高さは、処理対象材料の前記貫通流路の貫通距離
（１５"）を前記横梁（４）と前記下側篩分け板（１２）との間に画定することを特徴と
する、請求項２に記載のスクリーンモジュール。
【請求項４】
　前記複数の横梁（４）の上方に固定される複数の上側縦方向支持体（１３）であって、
前記上側縦方向支持体を支持する前記複数の横梁を互いに固定する上側縦方向支持体（１
３）と；
　前記上側篩分け手段を前記上側縦方向支持体上に支持する上側支持領域（１３）であっ
て、前記上側支持領域は前記上側縦方向支持体の高さによって画定され、前記上側篩分け
手段は、前記上側篩分け手段を前記横梁に対して固定するために、その少なくとも２つの
側部において前記本体（５）に固定可能である、上側支持領域（１３）と；
をさらに備える、請求項１乃至３の何れかに記載のスクリーンモジュール。
【請求項５】
　前記篩分け手段（１１、１２）は、スクリーンメッシュ、スクリーン要素、または多孔
スクリーン板を備えることを特徴とする、請求項１乃至４の何れかに記載のスクリーンモ
ジュール。
【請求項６】
　交換可能な複数の磨耗板（１６）が前記下側縦方向支持体（１５）の表面に固定される
ことを特徴とする、請求項１乃至５の何れかに記載のスクリーンモジュール。
【請求項７】
　前記スクリーンモジュール（１０）を前記鉱物材料処理装置（１００）の前記本体（５
）に固定するための補助体（５'）を備え、前記横梁（４）が前記補助体に固定される、
請求項１に記載のスクリーンモジュール。
【請求項８】
　前記下側縦方向支持体（１５）の高さ（１５"）によって画定される下側支持領域（１
５'）を備え、前記下側篩分け手段（１２）は、前記下側篩分け手段を前記横梁（４）に
対して固定するために、その少なくとも２つの側部において前記補助体（５'）に固定可
能である、請求項７に記載のスクリーンモジュール。
【請求項９】
　前記下側縦方向支持体（１５）の前記高さは、処理対象材料の前記貫通流路の貫通距離
（１５"）を前記横梁（４）と前記下側篩分け板（１２）との間に画定することを特徴と
する、請求項８に記載のスクリーンモジュール。
【請求項１０】
　前記複数の横梁（４）の上方に固定される複数の上側縦方向支持体（１３）であって、
前記上側縦方向支持体を支持する前記複数の横梁を互いに固定する上側縦方向支持体（１
３）と；
　前記上側篩分け手段を前記上側縦方向支持体上に支持する上側支持領域（１３）であっ
て、前記上側支持領域は前記上側縦方向支持体の高さによって画定され、前記上側篩分け
手段は、前記上側篩分け手段を前記横梁に対して固定するために、その少なくとも２つの
側部において前記補助体（５'）に固定可能である、上側支持領域（１３）と；
をさらに備える、請求項７乃至９の何れかに記載のスクリーンモジュール。
【請求項１１】
　前記篩分け手段（１１、１２）は、スクリーンメッシュ、スクリーン要素、または多孔
スクリーン板を備えることを特徴とする、請求項７乃至１０の何れかに記載のスクリーン
モジュール。



(3) JP 6001651 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

【請求項１２】
　交換可能な複数の磨耗板（１６）が前記下側縦方向支持体（１５）の表面に固定される
ことを特徴とする、請求項７乃至１１の何れかに記載のスクリーンモジュール。
【請求項１３】
　本体（５）を備えた鉱物材料篩分け用の処理装置（１００）において、前記処理装置（
１００）は、請求項１乃至１２の何れかに記載のスクリーンモジュール（１０）を少なく
とも１つ備えることを特徴とする、処理装置（１００）。
【請求項１４】
　前記スクリーンモジュール（１０）は前記本体（５）に固定され、前記１つ以上の篩分
け手段は少なくともその２つの側部において、前記処理装置の前記本体（５）に固定され
ることを特徴とする、請求項１乃至６の何れかを引用する請求項１３に記載の処理装置。
【請求項１５】
　前記スクリーンモジュール（１０）は前記本体（５）に固定され、前記１つ以上の篩分
け手段は少なくともその２つの側部において、前記補助体（５'）に固定されることを特
徴とする、請求項７乃至１２の何れかを引用する請求項１３に記載の処理装置。
【請求項１６】
　前記上側篩分け手段（１１）および／または前記下側篩分け手段（１２）はその側部に
複数の把持箇所を備え、前記処理装置は、前記篩分け手段（１１、１２）を前記把持箇所
を介して前記本体（５）に固定する固定手段（１４）を備えることを特徴とする、請求項
１乃至６の何れかを引用する請求項１３または１４に記載の処理装置。
【請求項１７】
　前記上側篩分け手段（１１）および／または前記下側篩分け手段（１２）はその側部に
複数の把持箇所を備え、前記処理装置は、前記篩分け手段（１１、１２）を前記把持箇所
を介して前記補助体（５'）に固定する固定手段（１４）を備えることを特徴とする、請
求項７乃至１２の何れかを引用する請求項１３または１５に記載の処理装置。
【請求項１８】
　前記固定手段（１４）は、前記本体（５）への、または前記本体（５）からの、前記固
定手段（１４）の移動を可能にする固定および開放動を可能にする固定部材（１７）を備
え、該固定部材は、前記固定手段に張力が加えられていない状態において前記篩分け手段
が前記固定手段によって支持されているように前記篩分け手段（１１、１２）を支持する
、請求項１６に記載の処理装置。
【請求項１９】
　前記固定手段（１４）は、前記補助体（５'）への、または前記補助体（５'）からの、
前記固定手段（１４）の移動を可能にする固定および開放動を可能にする固定部材（１７
）を備え、該固定部材は、前記固定手段に張力が加えられていない状態において前記篩分
け手段が前記固定手段によって支持されているように前記篩分け手段（１１、１２）を支
持する、請求項１７に記載の処理装置。
【請求項２０】
　前記篩分け手段（１１、１２）の前記把持箇所は、前記固定手段（１４）を把持するフ
ック状の形態を有することを特徴とする、請求項１６乃至１９の何れかに記載の処理装置
。
【請求項２１】
　前記固定部材（１７）はストロークの長いねじを備えることを特徴とする、請求項２０
に記載の処理装置。
【請求項２２】
　２つのスクリーンモジュール（１０）が互いに上下に前記処理装置に配置されることを
特徴とする、請求項１３乃至２１の何れかに記載の処理装置。
【請求項２３】
　少なくとも２つのスクリーンモジュール（１０）が連続して前記処理装置に配置される
ことを特徴とする、請求項１３乃至２２の何れかに記載の処理装置。



(4) JP 6001651 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

【請求項２４】
　前記連続するスクリーンモジュール（１０）のスクリーンデッキが互いに対して傾斜姿
勢で配置されることを特徴とする、請求項２３に記載の処理装置。
【請求項２５】
　請求項１乃至１２の何れかに記載のスクリーンモジュール（１０）または請求項１３乃
至２４の何れかに記載の処理装置（１００）を備えた鉱物材料処理設備（４００）。
【請求項２６】
　前記鉱物材料処理設備（４００）は固定設備、独立の可動設備、または道路上を輸送可
能な設備であることを特徴とする、請求項２５に記載の鉱物材料処理設備（４００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉱物材料の篩分けに適したスクリーンモジュール、処理装置、および処理設
備に関する。本発明は、特に、スクリーン要素、スクリーンメッシュ、または多孔スクリ
ーン板など、複数の穴または複数の開口部を備えた複数のスクリーン手段が互いに上下に
配置されたマルチデッキスクリーンに関するが、これだけに限定されるものではない。
【背景技術】
【０００２】
　公知のスクリーンにおいては、各スクリーンデッキがそのデッキの複数の横梁の上方に
固定されている。これら横梁は、その端部がスクリーンバスケットなどのスクリーン本体
に固定され、篩分け対象材料の移動方向に対して横に配置されている。連続する横梁は、
スクリーンの長さに平行な、篩分け対象材料の移動方向に配置された複数の縦方向支持体
によって相互に接続されている。スクリーンデッキを形成する篩分け手段は、例えば、メ
ッシュまたは多孔板で形成されている。これらスクリーンデッキは、複数の縦方向支持体
上に張り渡され、スクリーンデッキの外周からスクリーンの本体の側部まで、例えば、本
体に備えられた側板まで、張り渡されている。公知の４デッキスクリーンが図１に示され
ている。スクリーンデッキごとに固有の横梁が必要とされている。公知の解決策において
は、スクリーンメッシュの交換が可能な大きな空間がデッキ間に必要である。したがって
、いくつかのデッキを有するスクリーンは高さおよび重量が極めて大きい。丈が高いと、
鉱物材料処理装置の取り扱いおよび輸送が複雑になり、鉱物材料処理装置の高さが増大し
、スクリーンの装填高さが高くなりうる。特に、道路上を牽引可能な車輪付き篩分け設備
または架台で輸送可能な軌道式篩分け設備を許容積荷高さに設置することは、マルチデッ
キスクリーンの場合、複雑になることが多い。
【０００３】
　これに関して、鉱物材料とは、掘削、爆破、または砕石によって大地から得られる土砂
、例えば岩石材料、と煉瓦およびコンクリートなどの建設材料とを意味する。
【０００４】
　本発明の目的は、従来技術の問題を解消または少なくとも低減できるスクリーン解決策
を作成することである。具体的な一目的は、篩分け装置の高さを低くすることである。具
体的な一目的は、篩分け装置を軽量化することである。具体的な一目的は、単純な構造を
有する多目的スクリーンモジュールを作成することである。具体的な一目的は、篩分け手
段の交換を簡易化することである。具体的な一目的は、スクリーン装置の製造および保守
における使用材料および作業を減らすことである。
【摘要】
【０００５】
　本発明の第１の態様によると、鉱物材料用のスクリーンモジュールが提供される。本ス
クリーンモジュールは、このスクリーンモジュールを鉱物材料処理装置の本体に固定する
ための複数の支持構造であって、これら支持構造の上方の上側篩分け手段を固定するため
の支持構造と、これら支持構造の下方に固定される複数の下側縦方向支持体であって、こ
れら下側縦方向支持体の下方の下側篩分け手段を固定するための下側縦方向支持体とを備
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える。
【０００６】
　好ましくは、本スクリーンモジュールは、このスクリーンモジュールを鉱物材料処理装
置の側体に固定するための複数の横梁であって、これら横梁の上方の上側篩分け手段を固
定するための横梁と、これら横梁の下方に固定された複数の下側縦方向支持体であって、
これら下側縦方向支持体の下方の下側篩分け手段を支持するための下側縦方向支持体とを
支持構造として備える。
【０００７】
　好ましくは、本スクリーンモジュールは、このスクリーンモジュールを鉱物材料処理装
置の端体に固定するための複数の縦方向梁と、これら縦方向梁の上方に固定された複数の
上側縦方向支持体であって、縦方向梁の上方の上側篩分け手段を支持するための上側縦方
向支持体と、縦方向梁の下方に固定された複数の下側縦方向支持体であって、これら下側
縦方向支持体の下方の下側篩分け手段を支持するための下側縦方向支持体とを支持構造と
して備える。
【０００８】
　好ましくは、本スクリーンモジュールは、このスクリーンモジュールを鉱物材料処理装
置の本体に固定するための補助体を備え、複数の横梁はこの補助体に固定される。
【０００９】
　好ましくは、本スクリーンモジュールは、下側縦方向支持体の高さによって画定された
下側支持領域を備え、下側篩分け手段を複数の横梁に対して固定するために下側篩分け手
段はその少なくとも２つの側部において本体または補助体に固定可能である。
【００１０】
　好ましくは、本スクリーンモジュールは、複数の横梁の上方に固定された複数の上側縦
方向支持体であって、これら上側縦方向支持体を支持する複数の横梁を相互に固定する上
側縦方向支持体と、上側篩分け手段を上側縦方向支持体上に支持するための上側支持領域
であって、上側縦方向支持体の高さによって画定される上側支持領域とを備え、上側篩分
け手段を複数の横梁に対して固定するために、上側篩分け手段はその少なくとも２つの側
部において本体または補助体に固定可能である。
【００１１】
　好ましくは、篩分け手段は、スクリーンメッシュ、スクリーン要素、または多孔スクリ
ーン板を備える。
【００１２】
　好ましくは、下側縦方向支持体の高さは、処理対象材料の貫通流路のための貫入距離を
横梁と下側篩分け板との間に画定する。
【００１３】
　好ましくは、交換可能な複数の磨耗板が下側縦方向支持体の表面に固定される。
【００１４】
　好ましくは、本スクリーンモジュールは、第１の横梁と第２の横梁とをそれぞれ複数備
える。第１の横梁はより高い高さにあってもよく、第２の横梁はより低い高さにあっても
よく、あるいは第１および第２の横梁が同じレベルで隣接してもよい。好ましくは、下側
縦方向支持体は、第２の横梁の下側で第２の横梁に固定される。好ましくは、上側縦方向
支持体は、第１の横梁の上方で第１の横梁に固定される。
【００１５】
　本発明の第２の態様によると、本体と、何れかの態様または実施形態による少なくとも
１つのスクリーンモジュールとを備えた、鉱物材料篩分け用の処理装置が提供される。
【００１６】
　好ましくは、本スクリーンモジュールは処理装置の本体に固定される。本スクリーンモ
ジュールには、上側篩分け手段が固定されうる。本スクリーンモジュールには、上側およ
び下側篩分け手段が固定されうる。本スクリーンモジュールには、下側篩分け手段が固定
されうる。篩分け手段は、その少なくとも２つの対向側部において、スクリーンモジュー
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ルに備えられた本体または補助体に固定されうる。
【００１７】
　好ましくは、上側および／または下側篩分け手段はその側部に把持箇所を備え、処理装
置は、篩分け手段を把持箇所を介して本体または補助体に固定するための固定手段を備え
る。好ましくは、篩分け手段の把持箇所は、固定手段の把持のためのフック状の形態を有
する。好ましくは、固定手段は、固定手段に張力が加えられていない状態において篩分け
手段が固定手段によって支持されているように篩分け手段を支持するために、本体または
補助体への、および本体または補助体からの、固定手段の移動を可能にする固定および開
放動を可能にする固定部材を備える。固定部材は、ストロークが長いねじを備えることが
好ましい。固定部材はボルトでもよい。
【００１８】
　好ましくは、２つのスクリーンモジュールが互いに上下に処理装置に配置される。好ま
しくは、少なくとも２つのスクリーンモジュールが連続して処理装置に配置される。好ま
しくは、連続するスクリーンモジュールのスクリーンデッキは、互いに対して傾斜姿勢で
配置される。好ましくは、互いに上下に配置された２つのスクリーンモジュールを備えた
処理装置においては、１つの篩分け手段が上側篩分けモジュールまたは下側篩分けモジュ
ールに配置される。好ましくは、互いに上下に配置された複数のスクリーンモジュールを
備えた処理装置の最下部のスクリーンモジュールにおいては、単一の篩分け手段のみが複
数の横梁の上方に配置される。
【００１９】
　本発明の第３の態様によると、本発明の何れかの態様または実施形態によるスクリーン
モジュールまたは処理装置を備えた鉱物材料処理設備が提供される。好ましくは、本処理
設備は、固定設備、独立の可動設備、または道路上を輸送可能な設備である。
【００２０】
　本発明のさらなる好適な実施形態および利点が以下の説明および特許請求の範囲に示さ
れている。２つのスクリーンデッキが同じ横梁に固定されるスクリーン解決策においては
、スクリーンメッシュの交換を可能にするように使用空間を減らすことができる。したが
って、マルチデッキスクリーン、例えば４デッキスクリーン、の高さおよび重量を減らす
ことができる。スクリーンを低くすると、鉱物材料処理装置の取り扱いおよび輸送がさら
に容易になり、スクリーンの装填高さを低くすることが可能になる。スクリーンの構造の
軽量化は、製造コストの削減をもたらす。本解決策において、スクリーンモジュールの横
梁への下側スクリーンデッキの取り付けは、ユーザフレンドリに構成可能である。
【００２１】
　本発明の一部の態様にのみ関連して、本発明のさまざまな実施形態を例示してきた、ま
たは以下に例示する。当業者は、本発明の一態様の何れの実施形態も、本発明の同じ態様
および他の態様に、単独で、または他の実施形態と組み合わせて、適用されうることを理
解するであろう。
【００２２】
　添付の図面を参照して本発明を例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】公知の４デッキスクリーンを示す。
【図２】本発明の好適な一実施形態による複数のスクリーンモジュールで形成された４デ
ッキスクリーンの側面図を示す。
【図３】本発明の第１の好適な実施形態によるスクリーンモジュールの構造の正面図を示
す。
【図４】本発明の第２の好適な実施形態によるスクリーンモジュールの構造の正面図を示
す。
【図５ａ】本発明の第３の好適な実施形態によるスクリーンモジュールの構造の上面図を
示す。
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【図５ｂ】図５ａのスクリーンモジュールの第１の変形例の断面正面図を示す。
【図５ｃ】図５ａのスクリーンモジュールの第２の変形例を示す。
【図６】スクリーンを備えた可動鉱物材料処理設備を示す。
【詳細な説明】
【００２４】
　以下の説明において、同じ番号は同じ要素を示す。なお、例示されている図面は完全に
は同じ縮尺ではなく、これら図面は本発明のいくつかの例示的実施形態を説明することを
主な目的としている。
【００２５】
　図１は、スクリーンデッキ１、２、３、および３'を有する４デッキスクリーン９を示
す。各スクリーンデッキは、当該デッキの複数の横梁４の上方に固定されている。複数の
横梁４はそれぞれの端部においてスクリーンの本体５に固定され、篩分け対象材料の移動
方向に対して横に配置されている。スクリーンデッキは、例えばメッシュまたは多孔板で
形成されている。これらスクリーンデッキはそれぞれの側部においてスクリーンデッキの
側方にある本体５の側板に固定されている。スクリーンデッキごとに固有の横梁４が複数
必要とされている。スクリーンの振動装置６（例えば、偏心アクチュエータ）が本体５に
固定されている。振動装置６は、１つの軸線または２つ以上の軸線を備えうる。スクリー
ンデッキごとに必要な固有の横梁は、スクリーンを重くし、丈を高くしている。さらに、
スクリーンデッキ２、３、および３'の交換のために、３つの独立した保守空間が必要と
されている。これら保守空間は、スクリーンデッキの交換を安全かつ十分に迅速に行える
ように、寸法設計される必要がある。
【００２６】
　図２は、本発明の好適な一実施形態による４デッキスクリーン１００を示す。本スクリ
ーンは、図３に関連してより詳細に説明する本体（スクリーンバスケット）５に固定可能
な複数のスクリーンモジュール１０で形成される。一般的に、スクリーン１００は、スク
リーンの本体からこの本体を支持している支持構造、例えば処理装置の本体を支持してい
る支持構造、への振動の伝搬を弱めるばねなどの制震材（図示せず）をスクリーンの各隅
にさらに備える。本スクリーンモジュール解決策においては、２つのスクリーンデッキが
同じ横梁４に固定される。本図に示されている４デッキスクリーン１００には、２つの上
側スクリーンモジュール１０が連続して第１の高さで固定され、２つの下側スクリーンモ
ジュール１０が連続して下側の第２の高さで固定される。両レベルのスクリーンモジュー
ル１０は、それぞれ２つのスクリーンデッキを備える。
【００２７】
　複数のスクリーンモジュールを互いに上下に配置してスクリーンに取り付けると、保守
空間７が上側および下側スクリーンモジュール間に残る。この保守空間７は、篩分け手段
をその側部において本体５に、例えばスクリーン１００の各側において本体側板に、固定
するときに利用可能である。保守空間７は、上側スクリーンモジュールの下側スクリーン
デッキ１２と下側スクリーンモジュールの上側スクリーンデッキ１１との間に形成される
。第２および第３のデッキのメッシュを交換できるように、保守空間７の高さとして十分
な、例えば約１／２メートルの、空間を配置できる。したがって、本発明の４デッキスク
リーンには、必要な保守空間が１つで済む。第４のデッキの交換は、スクリーンの下方か
ら、例えば鉱物材料処理設備４００のコンベヤまたはホッパーにおいて、行うことができ
る。
【００２８】
　公知の複数の解決策に比べ、高さおよび重量の低減が可能な小型スクリーンは、１つの
スクリーンモジュールによって形成可能であり、１つのレベルに配置されたいくつかのス
クリーンモジュールによっても形成可能であり、互いに上下に配置された複数のスクリー
ンモジュールによっても形成可能である。互いに上下に、および／または連続して、配置
可能な２つのスクリーンデッキを備えた１つの多目的モジュールを１つのスクリーンモジ
ュールによって形成することができる。互いに上下に配置されたスクリーンモジュールの
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場合、従来技術に比べ、保守空間に起因する高さの増加を一段おきに回避できる。場合に
よっては、一部のスクリーンデッキに篩分け手段を設けずにおくことができる。この場合
、従来技術に比べ、重量および高さの節約がさらに可能である。シングルデッキスクリー
ンの代わりに単一のスクリーンモジュールを使用することも可能である。この場合、極め
て丈の低い２デッキスクリーン（two-deck screen）が得られる。使用されたスクリーン
１００と処理設備とは、スクリーンモジュール単位で最新化可能であり、その機能をより
効果的にすることができる。使用される空間に従来より多くのスクリーンデッキを配置す
ることによって、さらなる有効化を達成可能である。複数のスクリーンモジュールで組み
立てられた、従来より小型のスクリーンによって空間が解放されて処理の他の装置に利用
可能になるため、鉱物材料の処理をより効果的に行うことができる。
【００２９】
　図２においては、２つの連続するスクリーンモジュール１０、特にこれらスクリーンモ
ジュールの連続するスクリーンデッキ、が互いに対して傾斜姿勢で配置されている。篩分
け手段として使用されるスクリーンデッキは、例えば１つ以上のメッシュ、メッシュまた
は多孔板要素、または多孔板で形成される。
【００３０】
　図３は、本体（図示せず）に固定される横梁４を複数備えたスクリーンモジュール１０
を示す。これら横梁４の上方に上側篩分け手段１１が固定され、下方に下側篩分け手段１
２が固定される。図３では、スクリーンモジュール１０の上側篩分け手段１１と下側篩分
け手段１２とは必ずしも単一の平坦な篩分け領域を形成しないことを観察できる。その理
由は、複数の横梁４に張り渡すことによって篩分け用メッシュまたは板を固定する好適な
方法は、いくつかの平坦領域に分割されたこのような篩分け領域を篩分け手段に対して形
成しうるからである。図３では、２つの連続するスクリーンモジュール１０が互いに傾斜
姿勢で配置されている。
【００３１】
　横梁４の輪郭の高さ４"は、スクリーンモジュール自体の質量と、スクリーンデッキ上
に配置された鉱物材料の質量と、鉱物材料の積荷とによって引き起こされる荷重に横梁４
が耐えられるように選択される。１つの好適な実施形態において、輪郭の高さ４"は約１
２０ｍｍである。
【００３２】
　スクリーンモジュール１０は、上側縦方向支持体１３を横梁４の上方に備える。図３に
は、５つの上側縦方向支持体１３が横並びに示されている。横梁４は、横梁の上方に固定
された上側縦方向支持体１３によって互いに固定される。上側縦方向支持体の大きさは、
用途と、篩分け手段の剛性と、スクリーンモジュールのサイズとに応じて、変更可能であ
る。スクリーンメッシュなどの上側篩分け手段１１は、その側部を、例えば図２のスクリ
ーン１００の本体５に、固定可能である。
【００３３】
　上側縦方向支持体１３の上面、または上側縦方向支持体に関連して対応する複数の最上
点、は、上側篩分け手段１１を上側縦方向支持体上に支持するための上側支持領域１３'
を画定する。篩分け手段１１は、上側縦方向支持体１３に取り付けられ、上側篩分け手段
１１の側方に位置する側部から本体に固定手段１４によって固定される。この場合、篩分
け手段は、複数の上側縦方向支持体に接して張り渡される。横梁と上側篩分け手段１１と
の間に所望される取り付け距離１３"は、上側篩分け手段を緊張させるための上側縦方向
支持体１３によって形成可能である。好適な一実施形態において、取り付け距離１３"は
約１５０ｍｍである。
【００３４】
　スクリーンモジュール１０は、複数の下側縦方向支持体１５を横梁４の下方に備える。
下側縦方向支持体１５の下面、または下側縦方向支持体に関連して対応する複数の最下点
（磨耗板１６の複数の最下点）は、下側篩分け手段１２を下側縦方向支持体の下方で下側
縦方向支持体に支持するための下側支持領域１５'を画定する。したがって、これら２つ



(9) JP 6001651 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

のスクリーンデッキ（１１、１２）間に保守空間を残す必要はなく、材料の篩分け用の空
間だけを残せば十分である。下側縦方向支持体の磨耗を遅らせるための複数の磨耗板１６
が下側縦方向支持体の側面に配置される。下側縦方向支持体１５によって篩分け対象材料
を区切ることができる。下側縦方向支持体の高さが適切に選択されると、下側篩分け手段
１２の上方の材料流の貫通流路のために望ましい貫入距離１５"を横梁４と下側篩分け手
段１２（横梁の下）との間に形成可能である。貫通流路の貫入距離１５"は約１５０乃至
２００ｍｍである。下側縦方向支持体１５によって篩分け対象材料を所望の方向に、好ま
しくはスクリーンモジュールを基準として縦方向に、案内することができる。下側縦方向
支持体の大きさは、用途と、篩分け手段の剛性と、スクリーンモジュールのサイズとに応
じて、変更可能である。好ましくは、篩分け対象材料による磨耗に起因する下側縦方向支
持体の交換が可能であるように、下側縦方向支持体は横梁に容易に着脱可能である。スク
リーンメッシュなどの下側篩分け手段１２は、複数の下側縦方向支持体１５に張り渡され
、その側部をスクリーンの側部において本体に固定可能である。下側篩分け手段１２は下
側縦方向支持体１５／磨耗板１６に下から取り付けられて下側縦方向支持体１５／磨耗板
１６に接し、篩分け手段の側部から本体に固定手段１４によって固定される。この場合、
篩分け手段は横梁４に向けて緊張される。
【００３５】
　横梁４に対して上側１１および下側１２篩分け手段を緊張させると、装置の複数部分の
不要な振動および磨耗、特に篩分け手段１１、１２の磨耗、が減る。また、スクリーンメ
ッシュの撓みが小さいほど、篩分けがより効果的になる。場合によっては、上側および下
側の固定のために同じ篩分け手段を使用できる。下側篩分け手段は荷重を担持するので、
必要であれば、下側篩分け手段を下側長手支持体１５の中央に固定可能である。これによ
り、磨耗を減らすことができる。
【００３６】
　上側１１および／または下側１２篩分け手段は、側方にあるその少なくとも２つの側部
から、または少なくとも２つの端部側から、または側方および端部にある少なくとも２つ
の側部から、本体５に（または図４に示す補助体に）固定可能である。
【００３７】
　好ましくは、篩分け手段の側部には、固定手段１４によって、好ましくはトラフ状の輪
郭を有する固定手段１４の端縁によって、把持可能な、例えばフック状の形態の、把手が
ある。好ましくは、固定手段１４は、ボルトなどの長い固定部材によってスクリーンの本
体に固定可能である。取り付けに関連して、篩分け手段１１、１２は、スクリーンを基準
として、その側部が固定手段の把持面上を縦方向に移動され、固定部材に張力が加えられ
る。ここで、固定部材１４は篩分け手段１１、１２の側部をスクリーンの本体に向けて引
っ張っており、篩分け手段は複数の横梁４に接して張り渡される。下側篩分け手段１２の
固定手段は、この篩分け手段が交換中の人間の上に落下しないように、取り付けられる支
持対象のメッシュを保持して支持しておくように形成されることが好ましい。１つ以上の
固定手段が開かれたとき、篩分け手段は完全には離れずに下方に僅かに下がるので、迅速
に交換可能である。
【００３８】
　図４は、処理設備（図示せず）の本体に固定可能な補助体５'を備えたスクリーンモジ
ュール１０'を示す。横梁４は補助体５'に固定される。上側篩分け手段１１は横梁４の上
方に固定され、下側篩分け手段１２は横梁４の下方に固定される。篩分け手段１１、１２
はそれぞれの側部において補助体に固定される。この場合、スクリーンモジュール１０'
は、自立構造として形成される。篩分け手段１１、１２は、ストロークの長いねじ１７に
よって補助体に固定される。スクリーンモジュール１０'の構造を理解するために、図２
および図３を参照されたい。自立式スクリーンモジュールは、処理設備の外側での組み立
てが可能であり、１つのユニットとして取り付け可能である。
【００３９】
　本モジュール構成は、補助体と共に、スクリーンデッキ相互のより自由で広範囲な配置
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を可能にする。スクリーンの本体および／または補助体５'は、多くの代替固定箇所を備
えうる。この場合、連続するスクリーン要素の間、および／または互いに上下に配置され
たスクリーン要素の間、の角度は、各篩分け対象材料の要件に応じて変更可能である。
【００４０】
　あるいは、各スクリーンモジュールが固有の振動装置を備えるように、補助体付きのモ
ジュール構成を利用することもできる。各補助体は、固有のスクリーンバスケットとして
機能し、連続するモジュールは、好ましくは前のスクリーンバスケットの側壁が後のスク
リーンバスケットの側壁の内側に延在し、流れている材料が制御されずにスクリーンバス
ケット間から落下しないように、互いに対して位置決めされる。前記の配置によって、回
転速度および／またはストローク力を、さらには有向性振動スクリーンの場合はストロー
ク方向も、それぞれ独立に調整可能である。
【００４１】
　スクリーンの支持構造のための複数の代替実施形態が図５ａ乃至図５ｃに示されている
。これらの実施形態において、支持構造は縦方向梁であり、スクリーン５００の端部構造
５０３に固定される。
【００４２】
　図５ａは、スクリーンの構成の上面図（あるいは、下面図）を示す。スクリーン５００
は、本体構造、すなわち側板５および端板５０３、を備える。さらに、スクリーンは、縦
方向梁５０１を複数備える。縦方向梁５０１は端板５０３に、およびスクリーンの第２の
端部にある対応する端板に、ボルトまたは別の相応の固定手段によって固定される。
【００４３】
　上側縦方向支持体５０２、５０２'（下側縦方向支持体５０６、５０６'）は、縦方向支
持体５０２、５０２'の上方（下方）の上側篩分け手段１１（下側篩分け手段１２）を支
持するために、縦方向梁５０１の上方に（代わりに、またはさらに、下方に）固定される
。
【００４４】
　前記のように、上側スクリーンメッシュ１１とこれに対応する下側スクリーンメッシュ
１２とは、本体５に、または相応にスクリーンの補助体に、固定手段１４によって固定さ
れる。
【００４５】
　図５ｂによると、縦方向梁を方形梁５０１にすることができ、例えば金属または複合材
料で製造可能である。あるいは、縦方向梁を平行四辺形の箱形梁５０１'にすることもで
きる。これは、梁が鉛直荷重に耐えることが所望される場合に、特に有利である。さらに
、このような梁の形態は、完全な方形梁より篩分け対象材料の流れ方向の方に向けられる
ことが好ましい。
【００４６】
　図５ｃは、スクリーン構成の断面を示す。この構成において、縦方向梁５０５はＩビー
ムなどの板状の梁である。縦方向梁は横梁４に固定され、最も側方の横梁はそれぞれの第
１の端部がスクリーンの本体または補助体に固定され、それぞれの第２の端部が、好まし
くはフランジ継手５０４によって、縦方向梁５０５に固定される。次の横梁は、同様の方
法で、例えば複数のフランジ継手５０４'によって、縦方向梁５０５および５０５'の間に
固定される。
【００４７】
　縦方向梁５０１、５０５は、スクリーンの中央領域がより高く、側方領域がより低いこ
とが好ましい。これにより、側方に緊張されるスクリーンメッシュの場合、等緊張のため
に必要な湾曲形態が得られる。図５ｃに示されている縦方向梁５０１、５０５は、荷重を
担持する支持構造と、支持構造に関連して篩分け手段を支持するための上側および下側縦
方向支持体とを同時に形成する。
【００４８】
　図６は、例えばオープンピットにおける、鉱物材料の篩分けに適した鉱物材料処理設備
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４００を示す。処理設備４００は、本体４０１と、この本体に固定された鉱物材料処理装
置としての１つ以上のスクリーン１００とを備える。独立移動を可能にするための車輪ベ
ース４０２が本体４０１に固定される。
【００４９】
　処理設備は、ジョー、ジャイラトリ、コーンクラッシャ、あるいは鉛直または水平シャ
フトインパクタ（図示せず）などのクラッシャを鉱物材料処理装置としてさらに備えうる
。処理対象材料を、例えばローダによって、スクリーン上に直接積み込んでもよく、そこ
から材料をクラッシャに導くことができる。あるいは、材料をコンベヤに積み込み、コン
ベヤによって材料をスクリーンに搬送してもよい。処理設備は、篩分けされた材料をスク
リーンからクラッシャに送り込むためのフィーダ（図示せず）を鉱物材料処理装置として
さらに備えうる。処理設備は、破砕および／または篩分けされた材料を処理設備の脇の１
つ以上の堆積場所にさらに搬送するための１つ以上のコンベヤ（図示せず）を備えうる。
処理設備は、電気、ディーゼル、または他の種類のモータなどのエネルギー源と、このエ
ネルギー源からクラッシャまでの動力伝達装置とをさらに備えうる。
【００５０】
　車輪ベース４０２の代わりに、複数の脚部、ランナー、またはローラによる移動も可能
にしうる。処理設備は、架台または相応の輸送構成によって道路上を輸送可能な軌道式に
することも可能である。車輪付きの場合、処理設備は、好ましくはトラックによって、道
路上を牽引可能になりうる。スクリーン１００は、固定された鉱物材料処理設備にも設置
されうる。
【００５１】
　上記説明は、本発明の一部の実施形態の非限定的な例を提供するものである。本発明は
提示されている詳細に制限されるものではなく、本発明を他の同等の手段で実現可能であ
ることは、当業者には明らかである。上で開示された実施形態の特徴のいくつかは、他の
特徴を使用せずに有利に使用されうる。
【００５２】
　したがって、上記説明は、本発明の原理の単なる例示であり、本発明を制限するもので
はないとみなされるものとする。ゆえに、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によっ
てのみ制限される。
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